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監 査 結 果 報 告 公 表 

新潟県監査基準（令和２年２月25日監査委員決定）に準拠し、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１

項、第２項及び第４項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を

次のとおり公表する。 

令和４年４月26日 

新潟県監査委員 八 木 浩 幸 

新潟県監査委員 宮 崎 悦 男 

新潟県監査委員 池 田 千賀子 

新潟県監査委員 岡   俊 幸 

１ 監査の対象 

 地方自治法第199条第１項に規定する財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに同条第２項に 

規定する事務の執行（以下「財務事務の執行等」という｡)を対象として監査を実施した。 

２ 監査の着眼点（評価項目） 

  監査委員による監査は、財務事務の執行等が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるよう 

にし、その組織及び運営の合理化に努めているかといった観点から監査するものである。 

３ 監査の実施内容 

  財務事務の執行等について、新潟県監査基準に基づき、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確 

認するなどの方法により監査を実施した。また、その他の監査等において得られた知見を利用した。 

４ 監査の結果 

  財務事務の執行等について、上記のとおり監査した限りにおいて、監査対象所属ごとの監査結果は、次のと 

おりである。 
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普通会計
(総務管理部)

対象年度 対象期間

令和４年３月４日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

(県民生活・環境部)

対象年度 対象期間

令和４年１月７日 令和２年度 令和２年10月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月24日 令和２年度 令和３年２月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

(福祉保健部)

対象年度 対象期間

令和３年12月22日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

令和４年１月14日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月９日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年３月４日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

(産業労働部)

対象年度 対象期間

令和４年２月15日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

計量検定所 　適正と認めた。

（注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

　　同　　　上

コロニーにいがた白岩の
里

　　同　　　上

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項
　歳入の収納に関する事項
　交通事故に関する事項

新潟学園 （注意事項）
　交通事故に関する事項

保健環境科学研究所 　適正と認めた。

（注意事項）
　交通事故に関する事項

長岡食肉衛生検査セン
ター

　適正と認めた。

　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

　　同　　　上

佐渡トキ保護センター （注意事項）
　交通事故に関する事項

自治研修所 （注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

歴史博物館 　適正と認めた。
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令和４年２月15日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年３月１日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和４年３月１日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和４年２月８日 令和２年度 令和２年10月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月25日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月18日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和３年12月22日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

令和４年１月12日 令和２年度 令和２年10月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年３月８日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和３年12月22日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

(農林水産部)

対象年度 対象期間

令和４年２月16日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

農業総合研究所 （指摘事項）
　貯留槽の清掃と排出される産業廃棄物の収
集・運搬及び処分業務の委託について、契約
書の記載内容に不正確なものがあった。
　契約に当たっては、適正な事務処理を行わ
れたい。

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項
　契約及び履行確認に関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

　　同　　　上

魚沼テクノスクール （注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

　適正と認めた。

　適正と認めた。

上越テクノスクール 　　同　　　上

　　同　　　上

三条テクノスクール 　　同　　　上

　　同　　　上

工業技術総合研究所素材
応用技術支援センター

　　同　　　上

　　同　　　上

醸造試験場 （注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

　　同　　　上

工業技術総合研究所中越
技術支援センター

　　同　　　上

　　同　　　上

工業技術総合研究所上越
技術支援センター

　　同　　　上

　　同　　　上

工業技術総合研究所 　　同　　　上

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項

工業技術総合研究所下越
技術支援センター

　適正と認めた。

大阪事務所 　適正と認めた。
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令和４年２月16日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月21日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月15日 令和２年度 令和２年10月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年３月10日 令和２年度 令和３年３月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年１月31日まで

令和３年12月24日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

令和４年２月16日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月15日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月８日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月21日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年１月７日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

令和３年12月22日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

令和４年３月11日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

水産海洋研究所 　　同　　　上

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項

中越家畜保健衛生所 （注意事項）
　交通事故に関する事項

　適正と認めた。

上越家畜保健衛生所 　　同　　　上

　　同　　　上

中央家畜保健衛生所 　　同　　　上

（注意事項）
　交通事故に関する事項

下越家畜保健衛生所 　適正と認めた。

（注意事項）
　交通事故に関する事項

病害虫防除所 　　同　　　上

　　同　　　上

農業大学校 　　同　　　上

　　同　　　上

農業総合研究所高冷地農
業技術センター

　適正と認めた。

　　同　　　上

農業総合研究所中山間地
農業技術センター

　　同　　　上

　　同　　　上

農業総合研究所園芸研究
センター

　適正と認めた。

　　同　　　上

農業総合研究所畜産研究
センター

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項
　過誤払いに関する事項

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項
　契約及び履行確認に関する事項
　過誤払いに関する事項

農業総合研究所作物研究
センター

　適正と認めた。

（注意事項）
　業務管理に関する事項
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令和４年１月27日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月26日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

(村上地域振興局)

対象年度 対象期間

令和４年１月31日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月26日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

(新発田地域振興局)

対象年度 対象期間

令和４年１月19日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月19日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

(新潟地域振興局)

対象年度 対象期間

令和４年２月25日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

健康福祉部 　適正と認めた。

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　交通事故に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

県税部 （注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

健康福祉部 （指摘事項）
　母子・父子・寡婦福祉資金貸付金に係る通
知書が借主に送付されていないとして、令和
２年度の新潟県内部統制評価報告書において
重大な不備とされたものがあった。
　本来、相手方に送付すべき書類が送付され
ないまま長期間未処理となっていたものであ
り、著しく不適切である。
　今後は同様の事例が発生することのないよ
う、再発防止策を着実に履行し、適切な事務
処理を行われたい。

森林研究所 　適正と認めた。

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

内水面水産試験場 　適正と認めた。

（注意事項）
　交通事故に関する事項
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(三条地域振興局)

対象年度 対象期間

令和４年３月10日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年３月10日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和３年12月27日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

(魚沼地域振興局)

対象年度 対象期間

令和４年１月18日 令和２年度 令和２年10月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月１日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

(南魚沼地域振興局)

対象年度 対象期間

令和３年12月23日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

企画振興部 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項
　支出事務手続に関する事項

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

健康福祉部 　　同　　　上

健康福祉環境部 　　同　　　上

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

（指摘事項）
１　生活保護費返還金収入（生活保護法第63
　条）について、令和３年９月30日現在、過
　年度調定分６件1,529,566円が未納となって
　いた。
　　未納額の早期収納に努められたい。

２　令和２年度の狩猟者登録において、狩猟免
　許の有効期限が過ぎて失効している者を誤っ
　て登録していたものがあった。
　　今後は、法令等に基づいた適正な確認作業
　を徹底されたい。

３　生活保護費徴収金収入（生活保護法第78条）
　について、令和３年９月30日現在、過年度調
　定分182件10,536,752円が未納となっていた。
　　未納額の早期収納に努められたい。

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

県税部 　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等
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令和３年12月23日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

令和３年12月23日 令和２年度 令和２年10月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

(十日町地域振興局)

対象年度 対象期間

令和４年２月３日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月17日 令和２年度 令和２年10月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

(柏崎地域振興局)

対象年度 対象期間

令和４年２月10日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月19日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

(糸魚川地域振興局)

対象年度 対象期間

令和４年３月10日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

(佐渡地域振興局)

対象年度 対象期間

令和４年３月９日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

健康福祉環境部 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

健康福祉部 　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

健康福祉部 　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

　　同　　　上

健康福祉環境部 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

県税部 　適正と認めた。
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(教育庁)

対象年度 対象期間

令和４年３月１日 令和２年度 令和２年10月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和３年12月22日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

令和４年３月４日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年３月２日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月17日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月17日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月10日 令和２年度 令和２年10月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月10日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月17日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年３月１日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月10日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月１日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

　　同　　　上

　　同　　　上

新潟南高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

新潟西高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

文書館 　　同　　　上

　　同　　　上

新潟中央高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

少年自然の家 　　同　　　上

　　同　　　上

近代美術館 　　同　　　上

　　同　　　上

県立図書館 （注意事項）
　県管理施設の維持管理に関する事項

　適正と認めた。

生涯学習推進センター 　　同　　　上

　　同　　　上

下越教育事務所 　　同　　　上

　　同　　　上

教育センター 　　同　　　上

上越教育事務所 　適正と認めた。

　　同　　　上

中越教育事務所 　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等
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令和４年２月７日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月28日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月14日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月21日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月８日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月21日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月10日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月16日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月26日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月14日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年３月10日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月16日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

　　同　　　上

　　同　　　上

新発田南高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項

新発田商業高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

村松高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

阿賀黎明高等学校 　　同　　　上

　適正と認めた。

白根高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

五泉高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

新津高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項

新津工業高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

　　同　　　上

巻総合高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

豊栄高等学校 　適正と認めた。

新潟商業高等学校 （注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項
　徴収金会計に関する事項

　適正と認めた。

巻高等学校 　　同　　　上
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令和４年１月18日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月６日 令和２年度 令和２年10月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月９日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和３年12月24日 令和２年度 令和２年10月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月20日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

令和４年２月28日 令和２年度 令和２年10月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月３日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月27日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月11日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和３年12月27日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年３月７日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和４年１月24日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

　　同　　　上

　　同　　　上

見附高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

　適正と認めた。

三条高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

長岡工業高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

栃尾高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

長岡向陵高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

　適正と認めた。

長岡農業高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

阿賀野高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　徴収金会計に関する事項

長岡高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　交通事故に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

荒川高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

　適正と認めた。

中条高等学校 　　同　　　上

村上高等学校 　　同　　　上

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項

村上桜ケ丘高等学校 　適正と認めた。
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令和４年２月14日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年１月14日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月14日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月17日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年１月28日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月26日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月18日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年３月９日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和４年１月25日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月31日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項

三条商業高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

分水高等学校 　　同　　　上

三条東高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

　適正と認めた。

新潟県央工業高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

加茂農林高等学校 （指摘事項）
　需用費の支払について、納入された教材の履
行確認を行っていなかったため、教材の入った
箱に同封されていた請求書に気付かなかったこ
とにより、支払遅延となり、さらに令和２年度
予算で支出すべきところ、令和３年度予算で支
出していたものがあった。
　支払遅延については、前回監査において、同
様の不備があり、注意したにもかかわらず、今
回も改善されていなかった。
　財務規則に基づく事務手続を行うとともに、
期限内に支払が完了できるよう適正な事務処理
を行われたい。

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項

　適正と認めた。

　　同　　　上

柏崎工業高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

出雲崎高等学校 　　同　　　上

柏崎高等学校 　　同　　　上

　適正と認めた。

　　同　　　上

高田高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関すること

（注意事項）
　交通事故に関する事項

高田北城高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項
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令和４年１月５日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年３月１日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月４日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年１月12日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和３年12月22日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

令和３年12月23日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月22日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月25日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和４年３月７日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和４年２月８日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年３月２日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

（注意事項）
　契約及び履行確認に関する事項
　徴収金会計に関する事項

羽茂高等学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

　適正と認めた。

海洋高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

佐渡高等学校 （注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項
　徴収金会計に関する事項

　　同　　　上

新井高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

糸魚川高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

　　同　　　上

久比岐高等学校 （注意事項）
　支出事務手続に関する事項
　契約及び履行確認に関する事項

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項

有恒高等学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項

上越総合技術高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

　適正と認めた。

高田商業高等学校 　　同　　　上

高田南城高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

高田農業高等学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項
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令和４年２月17日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月31日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月24日 令和２年度 令和３年２月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和４年２月17日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年３月３日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和４年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月25日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月15日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月４日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月17日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和３年12月27日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

　　同　　　上

（注意事項）
　県管理施設の維持管理に関する事項

新発田竹俣特別支援学校 （指摘事項）
　自動車検査証の有効期間及び自動車損害賠
償責任保険の保険期間が満了しているにもか
かわらず、当該自家用車を公務使用している
ものがあった。
　公務に自家用車を使用させる場合にあって
は、使用者における当該自動車の適切な管理
状況に留意し、再発防止の徹底に努められた
い。

　適正と認めた。

駒林特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

吉川高等特別支援学校 　　同　　　上

　　同　　　上

江南高等特別支援学校 　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

西蒲高等特別支援学校 　適正と認めた。

　適正と認めた。

新潟聾学校 　　同　　　上

（注意事項）
　業務管理に関する事項

長岡聾学校 　適正と認めた。

（指摘事項）
　学校徴収金（２学年教材費）について、体
育教官室の鍵のない担当教員の机の中に現金
として、約１か月間保管されていたものがあ
った。
　平成29年２月１日付け教財第616号、教総第
606号、教義第1312号、教高第1458号の財務
課長、総務課長、義務教育課長、高等学校教
育課長通知に基づいた事務手続を行われたい。

直江津中等教育学校 　適正と認めた。

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

佐渡中等教育学校 （注意事項）
　徴収金会計に関する事項

村上中等教育学校 　　同　　　上
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令和４年２月28日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和４年３月１日 令和２年度 令和３年２月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和４年２月７日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年３月８日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年１月31日まで

令和４年３月９日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和４年１月31日まで

令和４年２月７日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

(警察本部)

対象年度 対象期間

令和４年３月３日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月15日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年２月25日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和４年２月22日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年３月10日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

新発田警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項
　業務管理に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項
　業務管理に関する事項

秋葉警察署 　　同　　　上

（注意事項）
　交通事故に関する事項

村上警察署 　適正と認めた。

（注意事項）
　交通事故に関する事項

新潟中央警察署 　適正と認めた。

（注意事項）
　交通事故に関する事項
　個人情報の取扱いに関する事項

新潟北警察署 （注意事項）
　県有財産の管理に関する事項

　適正と認めた。

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

（注意事項）
　支出事務手続に関する事項

上越特別支援学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

（注意事項）
　個人情報の取扱いに関する事項

東新潟特別支援学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

はまぐみ特別支援学校 　　同　　　上

はまなす特別支援学校 　適正と認めた。

　　同　　　上

佐渡特別支援学校 　　同　　　上

月ヶ岡特別支援学校 　　同　　　上

（注意事項）
　徴収金会計に関する事項
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令和４年２月２日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和３年12月24日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年９月30日まで

令和４年１月18日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年３月２日 令和２年度 令和２年12月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年１月28日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月25日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月２日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月１日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年１月13日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年10月31日まで

令和４年２月25日 令和２年度 令和３年２月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

令和４年２月10日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

令和４年３月３日 令和２年度 令和２年11月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年11月30日まで

妙高警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

　適正と認めた。

南魚沼警察署 （注意事項）
　県管理施設の維持管理に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

上越警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項

小出警察署 　適正と認めた。

　　同　　　上

十日町警察署 　　同　　　上

（注意事項）
　交通事故に関する事項
　県管理施設の維持管理に関する事項
　道路標識の安全確認に関する事項

与板警察署 　　同　　　上

　　同　　　上

小千谷警察署 　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

三条警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

　適正と認めた。

加茂警察署 （注意事項）
　交通事故に関する事項

　適正と認めた。

津川警察署 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

　適正と認めた。

五泉警察署 　　同　　　上

　　同　　　上

阿賀野警察署 （注意事項）
　旅費に関する事項
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　交通事故に関する事項
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令和４年３月10日 令和２年度 令和３年１月１日から
令和３年３月31日まで

令和３年度 令和３年４月１日から
令和３年12月31日まで

佐渡警察署 　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

 


